
一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

１　北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向
けた取り組みについて
【要旨】
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産のひとつであ
る御所野遺跡の世界文化遺産登録に向けて、特段のご高配
を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　御所野遺跡につきましては、「北海道・北東北の縄文遺
跡群」の構成資産として、ユネスコの世界遺産暫定リスト
一覧表に登載され、現在、構成資産がある４道県及び14市
町において協定を結び、登録に向けた事業を推進しており
ます。
　つきましては、下記のとおり世界文化遺産登録に向けた
さらなる運動を推進していただきますとともに、県内唯一
の構成資産である御所野遺跡の宣伝活動へのご支援につい
て、特段のご高配を賜りますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　記
１　御所野遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」の
世界文化遺産登録が早期に実現できるよう、推進していた
だきたいこと。
２　世界文化遺産にふさわしい「顕著な普遍的価値」を有
することの証明に必要な御所野遺跡の発掘調査や遺跡整備
事業について、さらなる財政的なご支援をいただきたいこ
と。

１　今後、世界遺産登録に向けて必要になる推薦書記載内
容の整理については、文化庁や事務局である青森県との調
整を含め、これまで「平泉の文化遺産」で培ってきた経験
をもとに、積極的に支援し、登録を推進していきたいと考
えています。
　また、「北海道・北東北の縄文遺跡群」全体の普及啓発
については、４道県共通リーフレットの作製・配付を行う
とともに、毎年度、岩手県内において縄文フォーラムを開
催し、登録に向けた機運醸成を推進していきます。

２　平成21年に、「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡
群」が世界遺産暫定リストに登載されたことを受け、県で
は、御所野遺跡の発掘調査、整備事業等に県費のかさ上げ
補助を実施しています。

県北広域
振興局

県北教育事
務所

Ａ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

１　北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向
けた取り組みについて
【要旨】
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産のひとつであ
る御所野遺跡の世界文化遺産登録に向けて、特段のご高配
を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　御所野遺跡につきましては、「北海道・北東北の縄文遺
跡群」の構成資産として、ユネスコの世界遺産暫定リスト
一覧表に登載され、現在、構成資産がある４道県及び14市
町において協定を結び、登録に向けた事業を推進しており
ます。
　つきましては、下記のとおり世界文化遺産登録に向けた
さらなる運動を推進していただきますとともに、県内唯一
の構成資産である御所野遺跡の宣伝活動へのご支援につい
て、特段のご高配を賜りますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　記
３　世界文化遺産登録を目指した運動とそれを生かした地
域づくりの推進のために県北広域振興局二戸センターに担
当係を配置していただきたいこと。

　今年度、新たに、御所野縄文遺跡を生かした地域づくり
などを推進する「交流連携グループ」を二戸地域振興セン
ターに設置したところであり、貴町と連携しながら、御所
野遺跡の宣伝活動を推進しています。

県北広域
振興局

経営企画部 Ａ

2 / 15 



一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

１　北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向
けた取り組みについて
【要旨】
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産のひとつであ
る御所野遺跡の世界文化遺産登録に向けて、特段のご高配
を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　御所野遺跡につきましては、「北海道・北東北の縄文遺
跡群」の構成資産として、ユネスコの世界遺産暫定リスト
一覧表に登載され、現在、構成資産がある４道県及び14市
町において協定を結び、登録に向けた事業を推進しており
ます。
　つきましては、下記のとおり世界文化遺産登録に向けた
さらなる運動を推進していただきますとともに、県内唯一
の構成資産である御所野遺跡の宣伝活動へのご支援につい
て、特段のご高配を賜りますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　記
４　県北地方の観光拠点施設である御所野縄文公園につい
て、北東北の観光の拠点施設として旅行代理店などへ積極
的に働きかけをしていただきたいこと。

　御所野縄文公園は、県北地域における有望な観光素材の
一つと認識しており、旅行会社の商品担当者に対する提案
など機会を捉え旅行代理店等に対し積極的な働きかけを
行っています。
　また、「うまっ！いわて秋冬期観光キャンペーンガイド
ブック（全県版）」や「エリアガイドブック（県北）」へ
の掲載、大手総合旅行サイトへの掲載、ツーリズムＥＸＰ
Ｏジャパンでの催事等を通じて情報発信、誘客促進に取り
組んでいきます。
　今後も、引き続き旅行代理店等への働きかけを行うとと
もに、各種誘客イベント等での積極的なＰＲ活動に努めて
参ります。

県北広域
振興局

経営企画部 Ａ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

保健福祉環
境部

Ｂ２　岩手県立一戸病院における眼科外来診療再開及び医師
確保について
【要旨】
　岩手県立一戸病院における眼科外来診療再開並びに常勤
外科医師及び精神科医師の増員確保について、特段のご高
配を賜りますよう要望いたします。
　
【内容】
　岩手県立一戸病院は、開設以来、当町の唯一の総合病院
として、地域住民の健康増進と医療の確保に大きく貢献し
ていただいており、深く感謝申し上げます。また、医療充
実に対する日頃の県当局のご尽力に対し、改めて感謝申し
上げるものです。
　しかしながら、一戸病院での眼科外来診療は平成20年１
月から休止され、現在も応援診療による入院患者等の診療
以外は、休止されたままとなっております。地域住民は、
二戸市や遠くは盛岡市などへの通院を余儀なくされ、特に
も移動手段が限られる高齢者には、大きな負担となってお
ります。
　また、平成24年５月から、常勤外科医師が不在となった
ことから、外科入院の受け入れができなくなり、救急体制
も脆弱化することとなりました。当町山間部には、管内基
幹病院への搬送に１時間以上の時間を要する地区もあり、
地域住民は大きな不安を抱えております。
　さらに、一戸病院は盛岡以北の精神医療の拠点として、
北陽病院時代から続く長い歴史を有しておりますが、昨年
５月からは、精神科医師の不足から精神科救急の常時対応
施設から病院群輪番施設に変更されました。
　すべての地域住民の願いは、住みなれた地域で生き生き
とした生活を送ることであります。そのためには医療の維
持・確保は不可欠であり、一戸病院での相次ぐ診療体制の
縮小に町民は大きな危惧を抱いております。
　つきましては、眼科外来診療再開並びに常勤外科医師の
確保及び精神科医師の増員確保について、特段のご高配を
賜りますようお願いいたします。

　県立一戸病院への眼科医師及び外科医師の配置について
は、関係大学に対して医師の派遣を強く要請しています
が、派遣元の大学においても医師の絶対数が不足してお
り、非常に困難な状況です。
　また、精神科医師の不足については深刻に受け止めてい
るところであり、複数の関係大学の精神科医局を訪問する
など医師確保に努めているところですが、関係大学におい
ても医師の絶対数が不足しており、非常に厳しい状況が続
いていることから、首都圏等の大学にも足を運び医師確保
に努めていくこととしています。
　引続き、関係大学に医師の派遣を強く要請していくほ
か、即戦力となる医師の招聘活動等に積極的に取組み、必
要な医療が提供できるよう医師の確保に取組んでいきま
す。

県北広域
振興局
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分
Ｃ３　一戸都市計画道路上野西法寺線第三期の事業促進につ

いて
【要旨】
　一戸都市計画道路上野西法寺線第三期の事業促進につい
て、特段のご高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　当該路線の整備につきましては、第一期及び第二期工区
約1,100ｍは岩手県ご当局のご努力により完成・供用開始に
なりましたことに対し、深く感謝申し上げます。
　当町の市街地は、一級河川馬淵川とＩＧＲいわて銀河鉄
道により分断されており、さらにそれぞれを連絡する道路
が隘路となっていることから、町の発展に大きな障害と
なっているところであります。
　町の東側（新市街地）には、県立一戸病院や町立小中学
校、町総合保健福祉センター、町コミュニティセンター・
図書館、大型ショッピングセンター「イコオ」、町特別養
護老人ホーム及び認知症対応型グループホーム、河川と鉄
道を挟んだ反対側（町の西側）にも公共施設（役場・体育
館・運動公園及び建設中の武道場）が配置されておりま
す。
　このような地形上の理由から、これら主要な公共施設及
び商業施設の利便性を高めるためにも、分断されている新
旧市街地を連絡する幹線道路の早期整備が強く求められて
いるところであります。
　特にも、町の西側にある一戸町総合運動公園が、平成26
年３月28日付けで策定された「岩手県広域防災拠点配置計
画」において、二戸エリアにおける後方支援拠点の構成施
設として位置づけられたことにより、大規模災害時には自
衛隊等活動部隊の大型車両が国道4号から当該施設まで相当
数の車両等の往来が予想され、現在の隘路な道路状況で
は、通行に支障を来すことが確実であります。
　第三期事業が完成すれば、地域の救急医療、防災活動、
さらには東西にある各施設へのアクセスが向上することは
もちろんのこと、この度採択していただいた一般県道一戸
浄法寺線（中里地区）の整備効果とも相まって、町の西側
にある鳥海地区への交通の利便性も飛躍的に向上し、その
効果が大いに期待されるものであります。
　平成24年度に地形測量に着手されたことにつきまして
は、岩手県ご当局に対しまして、敬意を表すものでござい
ますが、県道事業としてさらに事業促進が図られますよ
う、特段のご高配を賜わりますようお願いいたします。

一戸都市計画道路上野西法寺線第三期の事業促進について
　一戸都市計画道路上野西法寺線の第三期区間について
は、鉄道交差に関するＩＧＲとの協議、都市計画決定の変
更手続きなどの必要な工程及び公共事業予算の動向を勘案
しますとなお時間を要しますが、一戸町と情報共有しなが
ら事業着手の可能性を検討していきます。

県北広域
振興局

土木部
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

Ｃ３　一戸都市計画道路上野西法寺線第三期の事業促進につ
いて
【要旨】
　一戸都市計画道路上野西法寺線第三期の事業促進につい
て、特段のご高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　当該路線の整備につきましては、第一期及び第二期工区
約1,100ｍは岩手県ご当局のご努力により完成・供用開始に
なりましたことに対し、深く感謝申し上げます。
　当町の市街地は、一級河川馬淵川とＩＧＲいわて銀河鉄
道により分断されており、さらにそれぞれを連絡する道路
が隘路となっていることから、町の発展に大きな障害と
なっているところであります。
　町の東側（新市街地）には、県立一戸病院や町立小中学
校、町総合保健福祉センター、町コミュニティセンター・
図書館、大型ショッピングセンター「イコオ」、町特別養
護老人ホーム及び認知症対応型グループホーム、河川と鉄
道を挟んだ反対側（町の西側）にも公共施設（役場・体育
館・運動公園及び建設中の武道場）が配置されておりま
す。
　このような地形上の理由から、これら主要な公共施設及
び商業施設の利便性を高めるためにも、分断されている新
旧市街地を連絡する幹線道路の早期整備が強く求められて
いるところであります。
　特にも、町の西側にある一戸町総合運動公園が、平成26
年３月28日付けで策定された「岩手県広域防災拠点配置計
画」において、二戸エリアにおける後方支援拠点の構成施
設として位置づけられたことにより、大規模災害時には自
衛隊等活動部隊の大型車両が国道4号から当該施設まで相当
数の車両等の往来が予想され、現在の隘路な道路状況で
は、通行に支障を来すことが確実であります。
　第三期事業が完成すれば、地域の救急医療、防災活動、
さらには東西にある各施設へのアクセスが向上することは
もちろんのこと、この度採択していただいた一般県道一戸
浄法寺線（中里地区）の整備効果とも相まって、町の西側
にある鳥海地区への交通の利便性も飛躍的に向上し、その
効果が大いに期待されるものであります。
　平成24年度に地形測量に着手されたことにつきまして
は、岩手県ご当局に対しまして、敬意を表すものでござい
ますが、県道事業としてさらに事業促進が図られますよ
う、特段のご高配を賜わりますようお願いいたします。

一戸都市計画道路上野西法寺線第三期の事業促進について
　一戸都市計画道路上野西法寺線の第三期区間について
は、鉄道交差に関するＩＧＲとの協議、都市計画決定の変
更手続きなどの必要な工程及び公共事業予算の動向を勘案
しますとなお時間を要しますが、一戸町と情報共有しなが
ら事業着手の可能性を検討していきます。

県北広域
振興局

土木部
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

４　盛岡東京電波株式会社一戸工場の再稼働について
【要旨】
　県北地域の振興を図るためには、雇用の場の確保が不可
欠となっています。しかしながら、若者の貴重な雇用の場
であった盛岡東京電波株式会社の一戸工場が平成24年12月
末に休止したことにより、若者の雇用環境の悪化など地域
経済への影響も出てきております。
つきましては、県北地域の振興を図るため一戸工場の再開
に向けて特段のご支援を賜わりますよう要望いたします。

【内容】
　企業誘致の推進につきましては、これまで盛岡東京電波
株式会社をはじめとした誘致に際し、多大なご尽力を賜り
深く感謝申し上げます。
　さて、誠に残念ながら、当町に立地する盛岡東京電波株
式会社一戸工場が平成24年12月末に休止したことにより、
若者の雇用環境の悪化など地域経済への影響も出てきてお
ります。特にも当町には、いわゆる「男子型」と呼ばれる
雇用吸収力が高い製造業が少なく、また、国際競争力の強
い、外貨を獲得できる新たな製造業の誘致も現実的に難し
い状況にあります。
　このようなことから、過日、東京電波本社に直接出向き
工場の再稼働の要請を行ったところ、村田製作所の完全子
会社として、当面は本業の水晶部門に集中し、力をつけて
事業拡大していきたいとのことでした。
　新聞報道によると、村田製作所の戦略として、スマート
ホン向けの高性能水晶振動子のラインアップ拡充を図り、
現状の世界シェアを高めたいとのことですので、休止して
いる一戸工場の再稼働の可能性は今後十分あるものと考え
ます。
　つきましては、事情ご賢察のうえ盛岡東京電波一戸工場
の再稼働に向けて、町としても企業の動向を注視し、企業
ニーズの把握と支援に努めてまいりますので、県におかれ
ましてもこれまで以上のご支援を賜りますよう、特段のご
高配をお願いいたします。

　盛岡東京電波株式会社一戸工場については、平成24年12
月の休止以降、機会を捉えて再開に向けた要請をしており
ます。
　今年度においては、親会社である村田製作所の本社所在
地である関西での企業ネットワークの開催も予定している
ことから、当該機会等を活用しながら、引き続き工場の再
開等について働き掛けてまいります。

県北広域
振興局

経営企画部 Ｄ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分
Ｂ５　いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の予算枠

の拡大について
【要旨】
　いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の予算枠の
拡大について、特段のご高配を賜りますよう要望いたしま
す。

【内容】
　当町では、本事業の活用によりレタス・トマト・りんど
う・葉たばこ・畜産などの重点品目について、生産施設や
生産管理用機械を整備し、栽培面積の拡大や労働時間の削
減により、農家収入の確保、農家経営の安定を図り、産地
確立に向けた積極的な取り組みを展開してまいりました。
　近年の当町における農業の状況は、生産者の高齢化の進
行に伴い栽培面積を縮小する農家や廃作する農家もおりま
すが、一方では、規模拡大を志向する担い手農家もおり、
意欲的な担い手に農地が集積される過程にあります。
　また、周年で農業所得を得るため、夏場にはレタス、葉
たばこなどを栽培し、冬期間には菌床しいたけ、促成アス
パラガス、みず菜などを栽培する作型に取り組む生産者が
増加しており、特にみず菜は、施設整備にかかる初期投資
が他の品目に比べ低額であることから注目されており、今
後、生産が拡大する品目であると考えております。
　このような規模拡大を志向する農家や冬期間の栽培にも
取り組む農家から、トラクターなどの生産管理用機械整備
やパイプハウスなどの生産施設整備への支援要望が多く寄
せられており、それらの要望に的確に応えることで、担い
手農家を中心とした園芸産地の構築を図りたいと考えてお
ります。
　つきましては、いわて地域農業マスタープラン実践支援
事業の予算枠の拡大による一層のご支援について、特段の
ご高配を賜りますようお願いいたします。

　本事業は、地域の話し合いにより作成された「地域農業
マスタープラン」の実現に向け、認定農業者や青年農業者
などの育成確保、園芸・畜産などの産地拡大を促進するた
め、平成25年度から27年度までを実施期間として必要な機
械・施設などの整備支援を内容として実施しており、今後
も引き続き予算確保と効果的な実施に努めて参ります。
　なお、早期に効果が発現されるよう、早期に事業採択し
ていますので、貴町におかれましても、適切かつ円滑な事
業実施をお願いします。

県北広域
振興局

農政部
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

６　再生可能エネルギー発電事業等の収益に係る地域還元
策について
【要旨】
　再生可能エネルギー発電事業等の収益に係る地域還元策
について、特段のご高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　再生可能エネルギー発電事業等につきましては、国・県
の支援や制度の改正により県内外の事業者が参入を決定す
るなど普及拡大が図られ、今後ますますの発展が期待され
ております。
　しかしながら、地域経済への波及効果という面で考えま
すと、県外事業者が事業主体の場合、その収益の多くは県
外へと流出することとなり県内の経済に対しては効果が現
れにくいものと考えられます。
　最も良いのは地元企業が事業参入をすることですが、長
く続いた経済の低迷から経済的に余裕のある企業はそれほ
ど多くなく、資金の確保が一番の課題となって参入が進ん
でいないのが現状であります。
　こういった現状を打破するためにも、県と市町村が協力
して地元企業の参入を促すための枠組みを構築することも
一つの手と考えられます。
他自治体の例では、県、市町村および事業者がそれぞれ１
／３ずつ出資して事業を行い、出資比率に応じて収益を配
分しているところもあり、こうした枠組みを作ることで地
域にも収益を還元することができるものと考えておりま
す。
　つきましては、再生可能エネルギーの普及と地域経済の
活性化を図るため、県、市町村及び民間企業が一体となっ
て取り組んでいく方策を創設いただきますよう、特段のご
高配を賜りますようお願いいたします。
　なお、県企業局が行おうとしている高森高原風力発電事
業にも、様々な課題がありますので、これから本格的にご
相談を申し上げたく、併せてよろしくお願いいたします。

　地域への収益還元については、本年５月に施行された
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネル
ギー電気の発電の促進に関する法律」において、市町村が
作成する基本計画に位置付けることができるようになった
ところです。
　この法律では、農山漁村の活性化を図るために再生可能
エネルギーを活用しようとする市町村が作成する基本計画
において、再生可能エネルギー発電事業者に対し、売電収
入の一部を支出して農産物等の直売所整備や農地の簡易な
整備などを行うことを位置付けることが可能となるなど、
地域の活力向上や持続的発展に寄与する取組を発電事業者
に対し求めることができるようになったところです。
　県では、本法に基づく全国の市町村の取組について、国
と連携しながら情報提供していきます。

　なお、県においても、地元企業や市民が中心となった再
生可能エネルギーの導入など、地域に根ざした取組の拡大
が必要と認識しており、昨年度は、地域住民や地元企業へ
の啓発を行うセミナーの開催のほか、事業参入等を促す導
入支援マップの作成や再生可能エネルギーに関する情報を
一元的に発信するポータルサイトの整備を行いました。
　本年度も、エネルギー種別ごとにワークショップや勉強
会等を開催し、地域に根ざした取組を目指す事業主体の掘
り起しに引き続き取り組んでいきます。

【企業局】
　また、高森高原風力発電事業についても、これまで、一
戸町はもとより、地元関係団体との調整を密接に行いなが
ら進めているところであり、今後もより一層、地元の意見
等を聞きながら、適切な事業運営に努めていきます。

県北広域
振興局

経営企画部 Ａ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

７　広域連携道路網の整備について
 (1)　一般県道一戸浄法寺線の早期改良整備及び排水対策
について
【要旨】
一般県道一戸浄法寺線の早期改良整備について、特段のご
高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　一般県道一戸浄法寺線は、県北地域の中央部を東西に横
断する当町と旧浄法寺町を結ぶ唯一の路線であり、相互の
連携による人的・物的交流促進や産業振興など、県北地域
の振興に極めて重要な路線であります。
　県におかれましても、その重要性を認識され、今年度事
業採択いただきましたことに、深く感謝申し上げます。
　ご承知のとおりこの路線は、カーブ箇所が多く急勾配の
うえ幅員も狭く、特にも鳥海トンネル中里口から月舘・出
ル町へのアクセス道路区間は冬期間の車両通行に非常に困
難を来しております。
　また、昨年の台風18号により西法寺地区から古舘地区に
おいてＩＧＲいわて銀河鉄道ボックス下で冠水により２日
間通行止めになる等、これまでも当該箇所では大雨による
冠水で交通に支障が出ております。
　この路線を生活路線として利用している地域住民は、日
常の不便は勿論のこと、毎日交通事故の危険にさらされな
がら通行しており、排水対策の改善も含め一日も早く整備
されることを強く望んでおります。
　つきましては、事情ご賢察のうえ、一層事業促進が図ら
れますよう、特段のご高配を賜わりますようお願いいたし
ます。
加えて、緊急なことではございますが、平成28年10月に開
催される「いわて国体」では、当町体育館が「なぎなた会
場」として県内外から多くの方を迎い入れる予定となって
おります。
　しかし、そのアクセス道路である県道一戸浄法寺線は、
定期バスや大型車両等の通行により路面舗装が継ぎはぎだ
らけの状況となっておりますので、早期に舗装補修に着手
されますようお願いいたします。

一般県道一戸浄法寺線の早期改良整備及び排水対策につい
て
　鳥海トンネル中里口から月舘・出ル町に至る区間につい
ては、中里工区として平成25年度に事業着手し、今年度は
用地測量、物件調査等を行う予定です。早期に事業効果が
発現できるよう、引き続き整備推進に努めていきます。
（Ｂ）
　西法寺から古舘間については、側溝等の適正な維持管理
を行うとともに、路線が持っている機能や役割、町の発展
計画や交通量等を考慮し、総合的に検討していきますが、
早期の整備は難しい状況です。なお、冠水が発生した場合
は、早期に通行が確保できるよう努めていきます。（Ｃ）
　また、舗装補修については、路面状況を確認し、国体前
に必要な箇所の補修を行う予定です。（Ｂ）

県北広域
振興局

土木部 Ｂ
Ｃ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

７　広域連携道路網の整備について
 (2)　主要地方道一戸山形線の早期改良整備について
【要旨】
　主要地方道一戸山形線の早期改良整備について、特段の
ご高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　主要地方道一戸山形線は、県北地域の中央部を東西に横
断しており、地域の文化、産業、観光路線として、当町は
もとより県北地域の主要な路線であります。
　県におかれましても、その重要性を認識され、道路整備
につきましては、格別のご高配を賜り、深く感謝申し上げ
ます。
　ご承知のとおりこの路線は、カーブ箇所が多いうえに幅
員が狭く、特にも双畑地区は車両等のすれ違いも危険な状
態であります。交通安全はもとより、地域住民にとっては
生活路線としての不便は勿論のこと、地域経済発展にも大
きな障害となっております。
　つきましては、事情ご賢察のうえ、早期に改良整備が図
られますよう、特段のご高配を賜りますようお願いいたし
ます。

主要地方道一戸山形線の早期改良整備について
　双畑（すごはた）地区を含め、主要地方道一戸山形線の
改良整備については、交通量の推移や公共事業予算の動向
等を見極めながら検討していきますが、早期の整備は難し
い状況です。

県北広域
振興局

土木部 Ｃ

７　広域連携道路網の整備について
 (1)　一般県道一戸浄法寺線の早期改良整備及び排水対策
について
【要旨】
一般県道一戸浄法寺線の早期改良整備について、特段のご
高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　一般県道一戸浄法寺線は、県北地域の中央部を東西に横
断する当町と旧浄法寺町を結ぶ唯一の路線であり、相互の
連携による人的・物的交流促進や産業振興など、県北地域
の振興に極めて重要な路線であります。
　県におかれましても、その重要性を認識され、今年度事
業採択いただきましたことに、深く感謝申し上げます。
　ご承知のとおりこの路線は、カーブ箇所が多く急勾配の
うえ幅員も狭く、特にも鳥海トンネル中里口から月舘・出
ル町へのアクセス道路区間は冬期間の車両通行に非常に困
難を来しております。
　また、昨年の台風18号により西法寺地区から古舘地区に
おいてＩＧＲいわて銀河鉄道ボックス下で冠水により２日
間通行止めになる等、これまでも当該箇所では大雨による
冠水で交通に支障が出ております。
　この路線を生活路線として利用している地域住民は、日
常の不便は勿論のこと、毎日交通事故の危険にさらされな
がら通行しており、排水対策の改善も含め一日も早く整備
されることを強く望んでおります。
　つきましては、事情ご賢察のうえ、一層事業促進が図ら
れますよう、特段のご高配を賜わりますようお願いいたし
ます。
加えて、緊急なことではございますが、平成28年10月に開
催される「いわて国体」では、当町体育館が「なぎなた会
場」として県内外から多くの方を迎い入れる予定となって
おります。
　しかし、そのアクセス道路である県道一戸浄法寺線は、
定期バスや大型車両等の通行により路面舗装が継ぎはぎだ
らけの状況となっておりますので、早期に舗装補修に着手
されますようお願いいたします。

一般県道一戸浄法寺線の早期改良整備及び排水対策につい
て
　鳥海トンネル中里口から月舘・出ル町に至る区間につい
ては、中里工区として平成25年度に事業着手し、今年度は
用地測量、物件調査等を行う予定です。早期に事業効果が
発現できるよう、引き続き整備推進に努めていきます。
（Ｂ）
　西法寺から古舘間については、側溝等の適正な維持管理
を行うとともに、路線が持っている機能や役割、町の発展
計画や交通量等を考慮し、総合的に検討していきますが、
早期の整備は難しい状況です。なお、冠水が発生した場合
は、早期に通行が確保できるよう努めていきます。（Ｃ）
　また、舗装補修については、路面状況を確認し、国体前
に必要な箇所の補修を行う予定です。（Ｂ）

県北広域
振興局

土木部 Ｂ
Ｃ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

７　広域連携道路網の整備について
 (3)　主要地方道一戸葛巻線の早期改良整備について
【要旨】
　主要地方道一戸葛巻線の早期改良整備について、特段の
ご高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　主要地方道一戸葛巻線は、葛巻町から当町姉帯・小鳥谷
地区を経て国道４号と接続し、陸中海岸、岩泉町方面と秋
田、青森、八戸方面、東北新幹線二戸駅とを結び、観光や
産業経済の交流にとって極めて重要な路線となっておりま
す。また、葛巻町田部地区の住民が県立一戸病院に通院す
るための唯一の連結道路であり「命の道路」となっており
ます。
　県におかれましても、その重要性を認識され、道路整備
につきましては、格別のご高配を賜り、深く感謝申し上げ
ます。
　しかしながら、この路線は屈折、狭隘、急峻な箇所が多
く、特に、当町と葛巻町の境に位置する通称「奥通地区」
は、非常に幅員が狭いため、大型車両のすれ違いが不可能
な状況にあります。
　また、比較的平坦な小鳥谷寄りの「侍村地区」は、家屋
が連担、密集しており、急カーブ区間が点在し見通しが悪
く、車両はもとより、歩行者にとっても危険な状況である
うえ、平成14年１月、平成15年４月及び平成23年９月には
土砂崩れが発生し、平成18年10月には道路が冠水してお
り、その度に一時通行止めとなるなど、大変危険な状況で
あることから、一日も早く整備されるよう強く望まれてお
ります。
　つきましては、事情ご賢察のうえ、早期に改良整備が図
られますよう、特段のご高配を賜りますようお願いいたし
ます。

主要地方道一戸葛巻線の早期改良整備について
　奥通（おくどおり）地区については、地形が急峻であ
り、改良整備のためには多大な事業費を要するので、早期
の整備は難しい状況です。

　侍村（さむらいむら）地区については、急カーブ区間も
含め、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めなが
ら検討していきますが、早期の整備は難しい状況です。

県北広域
振興局

土木部 Ｃ
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一戸町

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

８　いわて情報ハイウェイの増強について
【要旨】
　安全性の高いＬＧＷＡＮを利用した自治体クラウド等の
普及を推進するため、いわて情報ハイウェイの増強につい
て特段のご高配を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　ＬＧＷＡＮは、ＬＧＷＡＮ以外の通信とは隔離された専
用回線網で、様々なセキュリティ対策が施された、安全に
電子的な行政手続きを行うためのネットワークで、地方公
共団体を相互に繋いでいます。現在、県内各市町村は岩手
県の整備した「いわて情報ハイウェイ」をアクセス回線と
してＬＧＷＡＮに接続しています。
　当町では、行政情報化を進める中、昨年度クラウド型の
業務システムを導入し、今後さらに他市町村との共同利用
も検討しながら行政情報化を進めて効率的な行政運営を目
指していきたいと考えております。
　共同利用の検討にあたって、業務システムにおいては個
人情報を取り扱うため高いセキュリティを保つＬＧＷＡＮ
の利用が最も有効と考えておりますが、当町に割り当てら
れている帯域では、システムの共同利用が困難な状況にあ
ります。
先般、総務省が公表した「電子自治体の取組みを加速する
ための１０の指針」の指針３には「都道府県による域内市
区町村の自治体クラウドの取り組み加速」が掲げられてお
ります。他県では、県内市町村を１Gbpsのネットワークで
結び、県が主導的に自治体クラウドを推進している事例も
あります。
　また、番号法施行によってＬＧＷＡＮ回線を流通する
データ通信量は増加するものと予想され、将来的には対象
事務がさらに拡大される見込みであることから、回線の増
強は今後の大きな課題になるものと考えられます。
　つきましては、このＬＧＷＡＮを活用した自治体クラウ
ドの導入及び事務の共同化など電子自治体の実現を推進す
るため、早期にいわて情報ハイウェイの増強を図られます
よう、特段のご高配を賜りますようお願いいたします。

　貴町の要望にあるとおり、番号制度の運用にＬＧＷＡＮ
回線の利用が見込まれているほか、国においては、番号制
度を契機とした自治体クラウドの導入促進を目指している
ところです。
　県内においても、単独市町村のプライベート型クラウド
や市町村共同利用型クラウドの導入に向けた取組が進めら
れていますが、県としては、市町村の自治体クラウド取組
への意向が確認できた段階で、岩手県市長会及び岩手県町
村会と連携しながら自治体クラウド取組の支援が必要と考
えています。
　これらにより、利用拡大が見込まれるＬＧＷＡＮのアク
セス回線については、全市町村で必要となる番号制度運用
に係る帯域の増強検討と併せて、自治体クラウド導入を希
望する市町村の調整を図る必要があることから、今後、岩
手県電子自治体推進協議会等の場において、効率的な利用
の検討を進めていきたいと考えています。

県北広域
振興局

経営企画部 Ｂ
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９　放射性物質に汚染された農林業系副産物の最終処理に
ついて
【要　旨】
　放射性物質に汚染された牧草等の農林業系副産物の最終
処理の方法について、ご指導いただくとともに、当該処理
等に要する経費について、財政支援くださるよう要望いた
します。

【内　容】
　岩手県におかれましては、原子力発電所事故に起因する
放射性物質に汚染された農林業系副産物処理について、当
該市町村等の既存焼却処理施設等を活用して焼却処理を進
めることを基本とし、市町村等に対して、処理の実施を要
請しているところであります。
　二戸地域４市町村では唯一、当町のみが汚染された農林
業系副産物（汚染牧草約450トン）を有していたことから、
平成24年度において、県及び二戸地区関係市町等の実務者
レベルで焼却処理に向けた協議を重ねてきたところであり
ますが、各施設の老朽化による性能上の課題等、様々な課
題が山積しており、処理の実施までには相当の期間を要す
ることが想定されております。
　このような状況から、「岩手県利用自粛牧草等処理円滑
化事業」により、汚染牧草約450トンを地中保管すべく工事
を進めており、本年８月末には完了する見込みでありま
す。
　しかしながら、この地中保管に使用する遮水シートは10
年程度の耐用年数であること等から、地域住民にはあくま
でも暫定的な措置との理解の上で、一時保管場所の確保が
できたものであることから、県におかれましては、引き続
き汚染牧草の最終処理についてご指導いただきますようお
願いいたします。
　併せて、その最終処理に要する経費についても国並びに
県の財政支援が講じられるよう、特段のご高配を賜わりま
すようお願いいたします。

　県では平成24年度に放射性物質で汚染された牧草等の農
林業系副産物について、既存焼却施設を活用して生活系ご
みと混合焼却処理する方針を定め、二戸地域においても県
が中心となり関係機関との調整を重ねてきました。
　しかし当該地域では、二戸市から市所有の最終処分場で
の処理が困難との申出もあったことから、事実上焼却処理
が出来ない状況となっています。
　県としては、引き続き既存焼却施設を活用した処理を推
奨しつつ、各自治体における個別の事情等を勘案しなが
ら、早期処理に向けて鋭意調整を行います。
　また、農林業副産物の処理に要する経費に対する財政支
援については、現在、環境省の「農林業系廃棄物の処理加
速化事業」により措置されていますが、農林業系汚染廃棄
物の処理が完了するまで支援措置を継続するよう、引き続
き国に対して要望してまいります。

県北広域
振興局

農政部、林
務部、保健
福祉環境部

Ｂ
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10　県営林道事業の採択について
【要旨】
　当町で計画している林道新規路線「笹目子線」につい
て、県営林道事業として採択くださるよう、特段のご高配
を賜りますよう要望いたします。

【内容】
　当町の林道の整備につきましては、平成25年度に浪打姉
帯線21,225ｍが岩手県ご当局のご努力により完成・供用開
始になりましたことに対し、深く感謝申し上げます。
　当町の林業経営は、保有山林面積が５ヘクタール未満の
零細経営が７割を占め、ほとんどが他産業との兼業となっ
ており、森林施業についても各自細々と実施している状況
にあります。
　このような中、全国的に森林所有者、自伐林家等が行う
里山林の保全管理や資源の利用が見直されております。
　また、現在当町で進行中の木質バイオマス発電では、年
間10万㎥の木材の利用が見込まれ、地元からの木材供給も
期待されており、保全管理や木材の搬出のために林道・作
業路網の整備や、高性能機械の導入等による労働負担の軽
減と生産性の向上を図る必要があります。
　この根幹となる林道の整備は、林業振興にとどまらず、
災害時のう回路などとしても重要になっており、その効果
が大いに期待されるものであります。
　つきましては、事情ご賢察のうえ、県営林道事業の採択
について、特段のご高配を賜りますようお願いいたしま
す。

県営林道事業の採択について
　林道笹目子線については、利用区域面積の要件等による
と、県営林道事業での実施については困難な状況にありま
す。
　しかしながら、林道笹目子線の地域における重要性を踏
まえ、新規路線として開設出来るよう支援していきます。

県北広域
振興局

林務部 Ｃ
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